
１ 補正予算案議会上程予定日

２ 予算規模 単位：千円

当初予算 補正前の額 今回補正額 補正後の額

22,860,000 23,178,285 1,574 23,179,859

100.00% 101.39% 0.01% 101.40%

6,289,534 6,289,534 0 6,289,534

100.00% 100.00% 0.00% 100.00%

9,304,461 9,304,461 0 9,304,461

100.00% 100.00% 0.00% 100.00%

38,453,995 38,772,280 1,574 38,773,854

100.00% 100.83% 0.00% 100.83%
※企業会計の予算額は、収益的支出と資本的支出の合計額を表示しています。

３ 会計別 単位：千円

会　計　区　分 補正号数 当初予算 補正前の額 今回補正額 補正後の額

一般会計 第４号 22,860,000 23,178,285 1,574 23,179,859
総　　　　　計 1,574

４ 概要

５ 補正予算の主な内容

（1）一般会計

①歳入歳出予算補正

 ア 歳入 単位：千円

歳入の区分 補正予算額 担当課

国庫支出金 1,574

1,560 福祉課

14 福祉課

歳入合計 1,574

 イ 歳出

◎：新型コロナウイルス感染症緊急対策関連事業 単位：千円

事業名 補正予算額 担当課

（民生費）

◎
新型コロナウイルス感染症
生活困窮者自立支援金給付
事業

1,574 福祉課

歳出合計 1,574

　令和３年度　愛知県新城市の補正予算案の概要（No.4）　　

令和3年6月18日

会　　計　　区　　分

　今回の補正予算案は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の長期化を踏まえ、生活困窮者への追加支援
を行うために編成した。
　予算補正を行う会計は、１会計である。
・一般会計

主な歳入内容

国庫補助金

新型コロナウイルス感染症セーフティネッ
ト強化交付金（事業費）

新型コロナウイルス感染症セーフティネッ
ト強化交付金（事務費）

主な事業内容

新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の給付

一　　　般　　　会　　　計

特　　　別　　　会　　　計

企　　　業　　　会　　　計

総　　　　　　　計
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新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を

支給します

【新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金】

新型コロナウイルス感染症の長期化に伴い、社会福祉協議会が実施する総合支援資金の再貸付を終

了した、または、再貸付について不承認とされたとの事情で、さらなる貸付を利用できない生活困窮

世帯があります。こうした世帯に対して、就労による自立を図るため、また、必要な支援につなげる

ために「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給します。

１ 対 象 総合支援資金の再貸付を終了した世帯、再貸付について不承認とされた世帯であっ

て、以下の収入要件、資産要件、求職活動等要件を満たす世帯（生活保護受給中の世

帯を除く）

（１）収入要件 ①市町村民税均等割が非課税となる収入額の１／１２と②生活保護の住宅扶助基

準額の合計額を超えないこと

単身世帯：１１４，０００円、２人世帯：１５８，０００円

３人世帯：１８５，６００円、４人世帯：２０８，６００円

（２）資産要件 世帯の預貯金の合計額が上記収入要件①の６月分を超えないこと（ただし、

１００万円を超えないこと）

単身世帯：４６８，０００円、２人世帯：６９０，０００円

３人世帯：８３４，０００円、４人世帯：９７２，０００円

（３）求職活動等要件 公共職業安定所に求職の申込をし、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと

２ 支 給 額 単身世帯：月額６万円、２人世帯：月額８万円、３人以上世帯：月額１０万円

３ 支給期間 ７月以降の申請月から３か月（申請受付は７月から８月末まで）

４ 予 算 額 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 １，５６０千円

（6万円×２世帯×３か月＋10万円×４世帯×3か月）

事務費（消耗品費等） １４千円

問合先：健康福祉部福祉課 課長 大橋 （電話 ０５３６－２３－７６２４）

全額国庫負担

３款－１項－１目 （社会福祉総務費）

新型コロナウイルス感染症

生活困窮者自立支援金給付事業
予算額 １，５７４千円
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